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学校教育法施行規則の一部改正に係る関係諸規定の整備について（依頼） 

  

日頃より本連盟の諸事業の円滑な推進にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。  

このたび、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が平成 29 年 4 月 1 日から施行

されることとなりました。このことについて平成 29 年 3 月 14 日付でスポーツ庁次長から

本連盟会長に対して別紙のとおり依頼がありました。 

今回の改正の主眼は部活動指導員について、その名称及び職務等を明らかにすることに

より、学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするものです。部活動指導員

の職務には、学校外での活動(大会・練習試合等)の引率等 9 項目が明記されています。また、

校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができることとなっています。 

今回の改正に伴い、今後、学校の設置者は、部活動指導員の身分等必要な事項を定めた

部活動指導員に係る規則等を整備することとなっています。 

本連盟といたしましても、この導入に向けて準備を進めてまいりますが、各都道府県高

等学校体育連盟におかれましても主催する大会の規定の改正などに向けた準備をお願いいた

します。 

なお、今後 6 月中を目途に各都道府県高等学校体育連盟のこのことに関する取り組み状

況等について調査を予定しておりますので予めご承知のうえ、ご協力をお願いいたします。 


